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研修の企画,実施を指導する立
場にある者

書記官研修(高裁委嘱)講師予定
者
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)主として管理職以外の層(書記官,家裁調査官,係長等)を対象者とするもの

ア裁判事務系
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変更の内容

イ事務局事務系

係長等(担当分野）
係長等(総務,人事,会計担
当)研修

中止〈全分野）

ウ研修事務系

研修事務担当係長等 研修事務担当者研修 中止

(4)新採用職員を対象者とするもの

新採用職員(総合職） 総合職採用職員初任研修 期間短縮して実施

(5)その他

ア情報化関係

情報セキュリティ対策事務を担当
する管理職員

情報化推進の役割を担当する職
員

裁判事務支援システム(簡裁民
事･支払督促･高裁刑事･簡裁刑
事事件部分)の導入事務を担当
する職員

情報セキュリティ研修

情報処理研修

裁判事務支援システム(簡裁
民事･支払督促･高裁刑事･簡
裁刑事事件部分)導入研修

中止

中止(全2回）

中止(全6回）

イ採用試験事務関係

採用試験事務を担当する管理職
員等

採用試験事務担当者研究会 中止

研修の対象者



2高裁委嘱研修

3自庁研修

3

研修の対曹電
エ
口
司 (研修名） 変更の内容

1）管理者層を対象者とするもの
守

次席家裁調査官等
次席家庭裁判所調査官等実務
研究会

違
画紺>高熱が巽雄

2)中間管理者層を対象者とするもの

新たに主任書記官主任家裁調
査官,課長補佐等に任命された
者

新任中間管理者研修 期間短縮して実施

(3)主として管理職以外の層(書記官,家裁調査官,係長等)を対象者とするもの

ア裁判事務系
＝ ､

書記官(執務経験）

家裁調査官(主任家裁調査官を
含む｡）(テーマ）

書記官プﾗｯｼｭアップ研修

家庭裁判所調査官実務研究会

中止

誹繊織識が蕊睡，

イ事務局事務系

新たに係長に任命された者 新任係長研修 期間短縮して実施

事務官(執務経験,担当分野） 事務官専門研修 申』k
C ●

(4)事務官層を対象者とするもの

事務官(執務経験）
ジャンプアップ研修

事務官法律研修

中止

●今

p

郡の擢隷が義雄

(5)新採用職員層を対象者とするもの

新採用職員(総合職を除く6） 新採用職員研修 期間短縮して実施

研修の対象者 ’ (研 彦名） 変更の内容

1）事務官層を対象者とするもの

事務官(執務経験） ステップアップ研修 中止

2）新採用職員層を対象者とするもの

採用後1年程度の職員 フォローアップセミナー {謹婁毒し〉

採用直後の職員 フレッシュセミナー <愛露ない
I

3)最高裁,高裁又は地家裁の実情に応じて実施(期間参加者は
実施庁において定める｡高裁が自庁及び管内地家裁所属職員を対
象として実施することがある｡）
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4委託研修
弓言一垂＝曾

研修の対象者 (研修名）

裁判所以外の機関が実施する研修に職員を参加させるもの｡参加さ
せる研修,期間,職員については,最高裁において定める。

5研究
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(1)書記官,家裁調査官の合同による実務研究

~程至言霊謂壹盲一言一丁吾肩菫雲蔬菱－－~~~~~‐
(2)書記官による実務研究

可霊盲~~－一言－－~－1霊盲菫霊蔬壼－－－
(3)家裁調査官による実務研究

~~T－－－－~－－－－－－蔭震霧i雨濫菅雲霧薪棗

変更の内容

(裟隻秘,-）

(変更巻岨

期間短縮して実施

家庭裁判所調査官関係機関特
別研究(関係機関について,心
身の鑑別について,更生保護
について）

関係機関について期間短縮して
実施

心身の鑑別について及び更生
保護について中止

家裁調査官

【参考】

1書記官養成課程第一部第1フ期及び第二部第16期

10月1日から総研に参集し,在宅学修に対するフオローアップの授業や,必要な試験を実施

11月16日から令和3年3月25日までは,総研と所属庁等とをインターネットで接続してオン

ライン研修を実施予定

ただし,令和S年1月4日から2月末までは,再度総研に参集し,修了試験等を実施予定

2書記官養成課程第二部第1了期

10月16日からの集合研修を中止し,所属庁において在宅学修(DVD視聴等)を実施

11月16日からは,第一部第1フ期及び第二部第16期と同様にオンライン研修を実施‘j・

令和s年3月からは,総研に参集し,第一期の試験等を実施予定

3家裁調査官養成課程第16期

10月1日から総研に参集し,集合研修を実施蕊』

4家裁調査官養成課程第17期

所属庁で13か月間の実務修習を実施中
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